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＜参考＞「奈良県女性の輝き・活躍促進計画
（第3次奈良県男女共同参画計画）」概要

計画の基本的な考え方

計 画 期 間 ２０１６年（平成２８年）度～２０２０年（平成３２年）度

計画の性格
・男女共同参画社会基本法（第14条）及び奈良県男女共同参画推進条例（第９条）に基づく法定計画
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく推進計画として位置づけ
・奈良県男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、県・市町村・企業、県民・民間団体等が主体的に取り組み、総合
的に推進

計画の基本理念 （＝奈良県男女共同参画推進条例の基本理念）

◆ 男女の人権の尊重
◆ 社会における制度または慣行の配慮
◆ 方針の立案・決定の場への共同参画
◆ 家庭生活その他の社会生活へ男女が共にかかわること
◆ 国際社会における取組を勘案した推進

「男女がともに支える暮らしやすい奈良県」を目指す

◆男女ともの経済的な自立と働き方の見直しにより、仕事と

生活の調和が推進され、充実した人生を送ることができる

◆男性の家事・育児・介護への参画により、女性の社会参画
が促進される

◆柔軟な働き方等による就労継続・再就職により、男女とも
に能力を発揮できる

◆男女の人権が尊重される

「多様性と活力に富んだ奈良県」を目指す

◆女性の参画・登用が進むことで、選択肢が多様となり多様
な価値観が実現される

◆女性の能力、視点が活かされることで、新たな価値や需要
が創出され、地域・経済が活性化する

基 本 目 標

統計等を分析することで、女性のライフステージごとに出現する課題を抽出し、次の４
つの観点から解決の方途を分類し、基本施策を検討しました。

 
１ マインド  意識・考えを変えることで解決                     

 ２ フィールド 活躍の場を拡大することで解決           

 ３ スキル   スキル・能力を高めることで解決  

 ４ ライフ   女性の健康、生活環境等を改善することで解決 

解決の方策の分類

 
統計等の 

分析 

 

  
ライフステージごとの 

課題の抽出 

  
基本施策の検討 

（解決の方途の分類） 

 

検討過程

男女ともにライフステージの各段階
多様な選択肢の中から自らの道を選択できる社会の実現


